
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水洗トイレからの排水を浄化する排水浄化槽と、非常時に水洗トイレの排水を非常用排
水貯留槽に導出する排水導出手段と、この排水導出手段を介して導出された排水を貯留す
る非常用排水貯留槽と、この非常用排水貯留槽に貯留された排水を、上記排水浄化槽の処
理能力に対応した流量で供給する排水供給手段とを備え、

たことを特徴とする非常用トイレ施設
。
【請求項２】
　請求項１記載の非常用トイレ施設において、

するように構成したことを特徴とする非常用トイレ施設。
【請求項３】
　

ことを特徴とする非常用トイレ施設。
【請求項４】
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上記非常用排水貯留槽の上壁部
に、マンホールと非常用トイレの設置部とを設け、この非常用トイレの排水を上記マンホ
ールから非常用排水貯留槽に導入するように構成し

非常用発電機と、この非常用発電機を駆動
するエンジンと、このエンジンの冷却水を供給するラジエータとを備え、上記エンジンに
より非常用発電機を駆動することにより得られた電力をトイレ用の電気機器に供給すると
ともに、上記ラジエータによって回収された熱エネルギーを、トイレ用の暖房機器に供給

請求項１に記載の非常用トイレ施設において、複数のプレストレスコンクリート部材を
施工現場において組み立てることにより底壁部と側壁部と上壁部とを有する排水浄化槽、
浄化水貯留槽または非常用排水貯留槽を構成した



　

ことを特徴とする非常用トイレ施設。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、公園、緑地または学校等からなる緊急避難所等に設置されて地震または大火
の発生時等に使用される非常用トイレ施設および非常用トイレ施設の貯留槽に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、地震または大火等が発生した場合に、公園または緑地等を緊急避難所として利用
し、被災者用の仮設住宅等が完成するまで、多数の被災者を上記緊急避難所に収容する防
災対策が考えられている。この場合、上記公園等に避難した被災者は、上記緊急避難所に
設置された公衆トイレ等を使用することになる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　上記緊急避難所となる公園等に設置された公衆トイレは、その数が限られているため、
多数の被災者の利用に供した場合に、混乱を生じるとともに、非衛生になり易い等の問題
がある。例えば、地震または大火の発生時等には、電気、ガスおよび水道からなるライフ
ラインが遮断される可能性が高く、多数の被災者が上記公衆トイレを使用すると、水洗ト
イレ用の給水タンクが直ぐに空になって、上記公衆トイレが使用不能になるという問題が
ある。
【０００４】
　上記のような事態の発生を防止するため、地震の発生時等の非常時を想定して、上記公
園等に多数の公衆トイレを設置するとともに、多数の被災者が使用しても空になることの
ない大形の給水タンクを設置することも考えられるが、このように構成した場合には、平
常時に必要のない過大な設備投資が必要であり、その建設費および維持費が膨大になると
いう問題がある。
【０００５】
　また、地震等が発生した非常時に、上記緊急避難所に簡易トイレを設置して被災者の利
用に供することも考えられているが、上記非常時には、道路が遮断され、かつ現場も混乱
しているため、上記簡易トイレの搬入および設置が困難であるとともに、上記非常事態が
解消した後に、簡易トイレを撤去する際に貯まった汚水等の処理作業が煩雑であるという
問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、過大な設備投資等を必要とすること
なく、地震または大火の発生時等に混乱を生じることなく、多数の者が適正に使用するこ
とができる非常用トイレ施設および非常用トイレ施設の貯留槽を提供することを目的とし
ている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発明は、水洗トイレからの排水を浄化する排水浄化槽と、非常時に水洗
トイレの排水を非常用排水貯留槽に導出する排水導出手段と、この排水導出手段を介して
導出された排水を貯留する非常用排水貯留槽と、この非常用排水貯留槽に貯留された排水
を、上記排水浄化槽の処理能力に対応した流量で供給する排水供給手段とを備え、
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請求項３に記載の非常用トイレ施設において、底壁とその左右に立設された起立壁とを
有する断面コ字状のプレストレスコンクリート部材の起立壁を相対向させるように複数の
プレストレスコンクリート部材を所定間隔おいて並列に設置するとともに、相隣接するプ
レストレスコンクリート部材の間の底面部に、底壁部となるコンクリート材を打設するこ
とにより相隣接するプレストレスコンクリート部材を互いに連結してなる排水浄化槽、浄
化水貯留槽または非常用排水貯留槽を構成した

上記非
常用排水貯留槽の上壁部に、マンホールと非常用トイレの設置部とを設け、この非常用ト



たものである
。
【０００８】
　上記構成によれば、地震または大火等が発生した非常時には、水洗トイレからの排水が
上記排水導出手段により非常用排水貯留槽に導出されて貯留されるため、多数の被災住民
等が上記水洗トイレを使用して上記排水浄化槽の浄化処理能力を超える多量の排水が排出
された場合においても、この排水浄化槽がオーバフローすることが防止されるとともに、
上記非常用排水貯留槽に貯留された汚水が順次上記汚水浄化槽に供給されて浄化処理され
ることになる。

【０００９】
　請求項 に係る発明は、上記請求項 に記載の非常用トイレ施設において、非常用発電
機と、この非常用発電機を駆動するエンジンと、このエンジンの冷却水を供給するラジエ
ータとを備え、上記エンジンにより非常用発電機を駆動することにより得られた電力をト
イレ用の電気機器に供給するとともに、上記ラジエータによって回収された熱エネルギー
を、トイレ用の暖房機器に供給するように構成したものである。
【００１０】
　上記構成によれば、地震および大火等の災害時または音楽会および運動会等の開催時等
に、上記エンジンにより非常用発電機を駆動することによって得られた電力を、上記トイ
レ施設に設けられた照明具、ポンプ、または制御部等からなる電気機器に供給するととも
に、上記ラジエータによって回収された熱エネルギ を、上記トイレ施設に設けられた暖
房機器等に供給することにより、ライフラインが復旧するまでの間における緊急避難所に
おける生活環境を維持することが可能となる。
【００１１】
　請求項 に係る発明は、上記請求項 記載の非常用トイレ おいて、複数のプレス
トレスコンクリート部材を施工現場において組み立てることにより底壁部と側壁部と上壁
部とを有する 貯留槽を構成したものである。
【００１２】
　上記構成によれば、製造工場において製造されたプレストレスコンクリート材が施工現
場に搬入されて組み立てられることにより、優れた水密性および耐久性等を有する

貯留槽が容易かつ適正に形成されることになる。
【００１３】
　請求項 に係る発明は、上記請求項 記載の非常用トイレ おいて、底壁とその左
右に立設された起立壁とを有する断面コ字状のプレストレスコンクリート部材の起立壁を
相対向させるように複数のプレストレスコンクリート部材を所定間隔おいて並列に設置す
るとともに、相隣接するプレストレスコンクリート部材の間の底面部に 壁部となるコ
ンクリート材を打設することにより相隣接するプレストレスコンクリート部材を互いに連
結してなる のである。
【００１４】
　上記構成によれば、製造工場において製造された断面コ字状のプレストレスコンクリー
ト部材が施工現場に搬入され、この施工現場において、複数個のプレストレスコンクリー
ト部材が所定間隔で配設されるとともに、相隣接するプレストレスコンクリート部材の間
の底面部に、コンクリート材が打設されて相隣接するプレストレスコンクリート部材が互
いに連結されることにより、上記起立壁によって内部が複数の貯留室に区画されるととも
に補強された 貯留槽が容易に形成されること
になる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
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イレの排水を上記マンホールから非常用排水貯留槽に導入するように構成し

また、上記非常用排水貯留槽の上壁部上において、非常用トイレを組み立
てて上記マンホールを覆うように設置することにより、非常時に被災者等が使用する非常
用トイレの増設が容易に行われるとともに、この非常用トイレの排水が上記マンホールを
介して非常用排水貯留槽内に直接導入されることにより貯留されることになる。

２ １

ー

３ １ 施設に

排水浄化槽、浄化水貯留槽または非常用排水

排水浄
化槽、浄化水貯留槽または非常用排水

４ ３ 施設に

、底

排水浄化槽、浄化水貯留槽または非常用排水貯留槽を構成したも

排水浄化槽、浄化水貯留槽または非常用排水



　図１は、本発明の実施形態に係る非常用トイレ施設を有する公園を示している。この公
園には、地震または大火等が発生した非常時に、避難施設または災害対策本部等として利
用される博物館、図書館、武道館、美術館または資料館等からなる公共建築物１と、所定
の位置に配設されたトイレ施設２と、テニスコートおよび非常時用ヘリポート等を有する
広場３とが設けられ、この広場３の下方には、備蓄倉庫または雨水貯留槽等からなる地下
備蓄施設（図示せず）が配設され、かつ上記公共建築物１にも備蓄倉庫等が設けられてい
る。
【００１６】
　上記トイレ施設２は、図２に示すように、地上に立設されて公衆トイレとして使用され
る水洗トイレ５と、地下に埋設された排水浄化槽６、浄化水貯留槽７および非常用排水貯
留槽８とを有している。また、上記水洗トイレ５には、便器９と、この便器９に洗浄水を
供給する給水タンク１０と、水道を有する手洗い部１１とが設けられている。
【００１７】
　そして、通常時には、公衆トイレとして使用される上記水洗トイレ５の便器９および手
洗い部１１等から導出された排水は、排水供給管１２からなる排水供給手段を介して上記
排水浄化槽６に供給され、この排水浄化槽６において浄化されるように構成されている。
上記排水浄化槽６によって浄化された浄化水は、浄化水導出管３０を介して浄化水貯留槽
７に導出され、この浄化水貯留槽７において上記浄化水が貯留される。
【００１８】
　また、地震等が発生した非常時には、上記水洗トイレ５が被災者によって使用され、そ
の排水が排水導出手段１４を介して上記非常用排水貯留槽８に導出され、この非常用排水
貯留槽８に上記排水が一時的に貯留されようになっている。すなわち、上記排水導出手段
１４は、排水供給管１２と非常用排水貯留槽８とを接続する排水導出管１５と、この排水
導出管１５に設置された開閉バルブ１６とを有し、上記非常時に、上記排水導出管１５の
接続部の下流側において上記排水供給管１２に設けられた開閉バルブ１７を閉止状態とす
るとともに、上記開閉バルブ１６を開放状態とすることにより、上記水洗トイレ５の排水
を上記非常用排水貯留槽８に導出するように構成されている。
【００１９】
　上記非常用排水貯留槽８に貯留された排水は、この非常用排水貯留槽８と上記排水浄化
槽６とを接続する排水供給管１８と、流量調節弁または吸水ポンプ１９等からなる流量調
節手段とを有する排水供給手段２０を介して、上記排水浄化槽６の処理能力に対応した流
量で、この排水浄化槽６に順次供給されて浄化されるようになっている。
【００２０】
　上記排水浄化槽６は、上記水洗トイレ５または非常用排水貯留槽８から供給された排水
中の汚物を沈殿させて分離する第１沈殿分離処理室２１と、この第１沈殿分離処理室２１
から導出された上澄み液中の汚物を沈殿させて分離する第２沈殿分離処理室２２と、この
第２沈殿分離処理室２２から導出された上澄み液を図外のブロア等から供給された空気に
接触させてばっ気処理する第１ばっ気処理室２３と、この第１ばっ気処理室２３から導出
された上澄み液を同様にしてばっ気処理する第２ばっ気処理室２４と、この第２ばっ気処
理室２４から導出された上澄み液中の不純物を沈殿させる沈殿処理室２５とを有している
。
【００２１】
　また、上記排水浄化槽６には、沈殿処理室２５から導出された上澄み液をカキ殻等から
なる濾過材に接触させて不純物を除去する第１濾過室２６と、この第１濾過室２６から導
出された上澄み液をカキ殻等からなる濾過材に接触させて不純物を除去する第２濾過室２
７と、この第２濾過室２７から導出された上澄み液中の不純物を、沈殿させて分離すると
ともに活性炭等の濾過材によって除去することにより、上記排水を最終的に浄化する沈殿
濾過処理室２８と、この沈殿濾過処理室２８から導出された浄化水を貯留する貯留室２９
と、この貯留室２９内の浄化水を上記浄化水貯留槽７に導出する浄化水導出管３０からな
る浄化水導出手段とが設けられている。
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【００２２】
　なお、上記排水浄化槽６の具体的構成は、上記実施形態に限定されることなく種々の変
更が可能であり、上記各処理室の個数および配置等を変化させ、あるいは従来周知の排水
処理室等を有する排水浄化槽を使用可能である。
【００２３】
　上記浄化水貯留槽７は、排水浄化槽６の貯留室２９から浄化水導出管（浄化水導出手段
）３０を介して導出された浄化水を貯留するものであり、この浄化水が、後述する非常用
給水手段の利用に供されるように構成されている。すなわち、上記浄化水貯留槽７に貯留
された浄化水は、必要に応じて非常用水導出管３１および液体ポンプ等を有する非常用水
導出手段を介して、非常用トイレの給水タンク４７等の非常用給水手段に供給されるよう
になっている。なお、通常時には、上記浄化水貯留槽７内に貯留された浄化水が、上記水
洗トイレ５の給水タンク１０等に供給されることにより水洗トイレ５の洗浄水として利用
される。
【００２４】
　上記浄化水貯留槽７は、図３に示すように、製造工場で製造された平板状のプレストレ
スコンクリート部材３３～３５を、施工現場において組み立てることにより形成され、地
下に埋設された状態で設置される。具体的には、底壁部を構成する３枚のプレストレスコ
ンクリート部材３３と、周壁部を構成する４枚のプレストレスコンクリート部材３４とを
固着ボルト等からなる固着具で固着するとともに、その上端部に３枚のプレストレスコン
クリート部材３５を設置して固着ボルト等からなる固着具で固着することにより、密閉容
器状の浄化水貯留槽７が構成されるようになっている。
【００２５】
　また、上記非常用排水貯留槽８は、図４および図５に示すように、底壁３６とその左右
に立設された起立壁３７とを有する断面コ字状のプレストレスコンクリート部材３８と、
その両端開口部を閉塞するように設置されて側壁部を構成する平板状のプレストレスコン
クリート部材３９と、上壁部を構成する平板状プレストレスコンクリート部材４０とを組
み合わせるとともに、一対のプレストレスコンクリート部材３８を並列に設置して、その
間の底面部にコンクリート材４１を打設することにより形成される。
【００２６】
　すなわち、非常用排水貯留槽８の施工現場において、上記起立壁３７を相対向させるよ
うに一対のプレストレスコンクリート部材３８を所定間隔おいて並列に設置した後、その
間の底面部にコンクリート材４１を打設し、このコンクリート材４１により、上記両プレ
ストレスコンクリート ３８を互いに連結するとともに、上記貯留槽８の底壁の一部を
構成する。
【００２７】
　そして、上記両プレストレスコンクリート ３８の両端開口部をそれぞれ閉塞するよ
うに、前後一対のプレストレスコンクリート部材３９を設置して固着ボルト等からなる固
着具で固着するとともに、上端部に３枚のプレストレスコンクリート部材４０を設置して
固着ボルト等からなる固着具で固着することにより、上記起立 ３７によって内部が複数
の貯留室に区画された非常用排水貯留槽８が形成されることになる。また、上記両プレス
トレスコンクリート部材３８の相対向する起立 ３７には、相隣接する貯留室を互いに連
通させる連通孔４９が形成され形成されている。
【００２８】
　上記非常用排水貯留槽８の上壁部を構成するプレストレスコンクリート部材４０には、
それぞれ蓋４３によって閉塞される複数個のマンホール４２が形成されている。また、上
壁部用の上記プレストレスコンクリート部材４０には、備蓄倉庫等に格納された組立式の
非常用トイレを設置するための係止ボルト４４が立設されている。この係止ボルト４４は
、通常時にキャップ４５により覆われることにより保護されている。
【００２９】
　そして、地震の発生時等に、非常用トイレを設置する必要が生じた場合には、図６に示
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すように、上記係止ボルト４４を利用してトイレ用壁板４６等を固定するとともに、上記
マンホール４２の蓋４３を取り外して、その上方に便器４６を設置することにより、簡易
トイレからなる非常用 ４８が組み立てられることになる。また、上記便器４６内の
汚物を除去するための洗浄水を供給する給水タンク４７を所定の位置に設置するとともに
、予め地中に埋設された非常 導出管３１と、上記給水タンク４７とを連結管５０によ
って連結することにより、上記浄化水貯留槽７内の浄化水が給水タンク４７に供給される
ようになっている。
【００３０】
　上記構成において、通常時には、排水供給管１２に設けられた開閉バルブ１７を開放状
態とするとともに、上記排水導出手段１４の排水導出管１５に設けられた開閉バルブ１６
を閉止状態とすることにより、上記水洗トイレ５の排水が排水供給管１２を介して排水浄
化槽６に供給される。この排水浄化槽６に設けられた上記第１沈殿分離処理室２１、第２
沈殿分離処理室２２、第１ばっ気処理室２３、第２ばっ気処理室２４、沈殿処理室２５、
第１濾過室２６、第２濾過室２７および沈殿濾過処理室２８を、上記排水が通過する際に
、この排水中の汚物および不純物が順次除去されることにより、浄化水となって貯留室２
９内に一時的に貯留される。
【００３１】
　上記貯留室２９内の浄化水は、上記浄化水導出管３０からなる浄化水導出手段を介して
浄化水貯留槽７に順次導出されることにより、この浄化水貯留槽７内において貯留される
。上記浄化水貯留槽７内に貯留された浄化水は、上記水洗トイレ５の給水タンク１０に導
出されることにより、水洗トイレ５の洗浄水として利用され、かつ必要に応じて植木、芝
生あるいは噴水等の用水として供給される。なお、上記浄化水貯留槽７内に貯留された浄
化水が過多となることに起因して、この浄化水貯留槽７がオーバフローするのを防止する
ためには、所定の位置に放水し得るように構成することが望ましい。
【００３２】
　また、地震等の災害が発生して上記トイレ施設２が設置された公園等が緊急避難所とし
て使用される非常時には、排水供給管１２に設けられた開閉バルブ１７を閉止状態とする
とともに、上記排水導出手段１４に設けられた開閉バルブ１６を開放状態とすることによ
り、この排水導出手段１４を介して上記水洗トイレ５の排水が上記非常用排水貯留槽８に
導出され、この非常用排水貯留槽８内に貯留される。さらに、上記非常用排水貯留槽８上
の所定位置に非常用トイレ４８が設置され、この非常用トイレ４８の排水が上記マンホー
ル４２から非常用排水貯留槽８内に直接導入されて貯留される。
【００３３】
　上記非常用排水貯留槽８内に貯留された排水は、例えば上記排水供給手段２０に設けら
れたポンプ１９の流量を上記排水浄化槽６の処理能力に対応した値に設定することにより
、上記処理能力に対応した流量で排水浄化槽６に順次供給される。なお、上記排水供給手
段２０に設けられた開閉弁を間欠的に開閉する等により、非常用排水貯留槽８内に貯留さ
れた排水の流量を、上記排水浄化槽６の処理能力に対応した値に設定するようにしてもよ
い。
【００３４】
　そして、上記排水 において上記排水が浄化された後、上記浄化水導出管３０か
らなる浄化水導出手段を介して浄化水貯留槽７に順次導出され、この浄化水貯留槽７内に
おいて上記浄化水が貯留される。
【００３５】
　上記浄化水貯留槽７内に貯留された浄化水は、非常用水導出管３１からなる非常用水供
給手段を介して上記水洗トイレ５の給水タンク１０および非常用トイレ４８の給水タンク
４７からなる非常用給水手段に導出されることにより、トイレの洗浄水として利用される
。また、上記浄化水貯留槽７内の清浄水を、消化ポンプまたはスプリンクラー等の非常用
給水手段に導出することにより、消火用水として利用することも可能である。
【００３６】
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　このように水洗トイレ５からの排水を浄化する排水浄化槽６と、非常時に水洗トイレ５
の排水を非常用排水貯留槽８に導出する排水導出手段１４と、この排水導出手段１４を介
して導出された排水を貯留する非常用排水貯留槽８と、この非常用排水貯留槽８に貯留さ
れた排水を、上記排水浄化槽６の処理能力に対応した流量で供給する排水供給手段２０と
を設けたため、地震または大火等が発生した非常時に、多数の被災住民等が上記水洗トイ
レ５を使用して上記排水浄化槽６の浄化処理能力を超える多量の排水が排出された場合に
おいても、この排水浄化槽６がオーバフローするのを防止することができる。
【００３７】
　そして、上記排水浄化槽６の処理能力に対応した流量の排水を、上記排水 手段２０
を介して非常用排水貯留槽８から排水浄化槽６に供給することにより、この排水浄化槽６
において上記排水を適正に浄化することができるため、この浄化水を上記水洗トイレ５の
給水タンク１０に供給する等により再利用できるという利点がある。
【００３８】
　なお、上記トイレ施設２が多数の被災者によって長期間に亘り使用された場合には、上
記非常用排水貯留槽８の容量を十分に確保した場合においても、この非常用排水貯留槽８
がオーバフローする可能性があるが、この時点では、交通状態が改善されるとともに、現
場の混乱も、ある程度収まっていると考えられるため、上記非常用排水貯留槽８内の排水
を汲み取る等の応急処理することにより、上記非常用排水貯留槽８がオーバフローするの
を防止することができる。言い換えれば、地震等の災害が発生して上記トイレ施設２が設
置された公園等が緊急避難所として使用された場合に、この緊急避難所に収容される被災
者の人数と、上記応急処理が可能となるまでの日数とに基づき、非常用排水貯留槽８の容
量を算出し、この容量に適合した非常用排水貯留槽８を予め設けておけば、混乱を生じる
ことなく、常に上記トイレ施設２を清潔に使用することができる。
【００３９】
　また、上記 非常用排水貯留槽８の上壁部に、マンホール４２と非常用トイレ４
８の設置部とを設け、この非常用トイレ４８の排水を上記マンホール４２から非常用排水
貯留槽８に導入するように構成したため、備蓄倉庫等に収容された簡易な非常用トイレ４
８を組み立て、上記マンホール４２を覆うように設置することにより、非常時に被災者等
が使用する非常用トイレ４８の増設を容易に行うことができる。
【００４０】
　しかも、上記マンホール４２を介して上記非常用排水貯留槽８内に導入された非常用ト
イレ４８の排水は、上記排水浄化槽６に順次供給されて浄化されることになるため、非常
用トイレ４８の解体時に、汚水を処理する等の煩雑な作業が不要であり、上記解体作業を
容易に行うことができるという利点がある。なお、上記非常用トイレ４８は、給水タンク
４７を有する水洗トイレに限られず、いわゆる汲み取り式の を使用してよい。この
汲み取り式の非常用トイレを設置した場合には、非常用トイレから排出される汚水の量を
少なくすることができるため、上記非常用排水貯留槽８がオーバフローするのを、さらに
効果的に防止できるという利点がある。
【００４１】
　特に、上記実施形態に示すように、非常用排水貯留槽８の上壁部を構成する上記プレス
トレスコンクリート部材４０の所定位置に、非常用トイレ４８の周壁部等を固定するため
の上記係止ボルト４４を立設した場合には、上記周壁部の下端部内面等に設けられたブラ
ケットの係止孔に、上記係止ボルト４４を挿通させた状態で、この係止ボルト４４にナッ
トを螺着する等により、上記周壁部等を容易かつ適正に固定できるという利点がある。
【００４２】
　また、上記のように水洗トイレ５からの排水を浄化する排水浄化槽６と、この排水浄化
槽６によって浄化された浄化水を浄化水貯留槽７に導出する浄化水導出管３０からなる浄
化水導出手段と、この浄化水導出手段を介して導出された浄化水を貯留する浄化水貯留槽
７と、非常用トイレ４８の給水タンク４７等からなる非常用給水手段と、この非常用給水
手段に上記浄化水貯留槽７内の浄化水を導出する非常用水導出管３１からなる非常用水導
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出手段とを設けた構成によれば、地震または大火等が発生した非常時に、上記 貯留
槽７内に貯留された浄化水を有効に利用できるという利点がある。
【００４３】
　すなわち、通常時に上記排水浄化槽６において生成され、上記浄化水貯留槽７において
貯留された浄化水を、水洗トイレ５の給水タンク１０および非常用トイレ４８の給水タン
ク４７等からなる非常用給水手段に供給してトイレの洗浄水等として利用することにより
、上記地震等の発生時に、水道等のライフラインが遮断された場合においても、水洗トイ
レの使用が可能であるため、トイレの使用環境を衛生的に維持することができる。さらに
、上記浄化水貯留槽７内の浄化水を、消化ポンプまたはスプリンクラー等からなる非常用
給水手段に導出して消火用水として利用するように構成した場合には、消火活動に役立て
ることができるという利点がある。
【００４４】
　また、上記実施形態では、図３に示すように、工場生産された複数のプレストレスコン
クリート部材３３～３５を、施工現場において組み立てることにより底壁部と側壁部と上
壁部とを有する浄化水貯留槽７等からなる貯留槽を形成するように構成したため、施工現
場に枠板を設置してコンクリート材を打設する等により上記貯留槽を形成する場合に比べ
て、貯留槽を容易に形成できるという利点がある。しかも、上記プレストレスコンクリー
ト部材３３～３５は、優れた水密性および耐久性等を有しているため、地震等の災害時に
おいても水密性が損なわれる等の問題を生じることなく、上記プレストレスコンクリート
部材３３～３５によって構成された貯留槽を長期間に亘り安定して使用することができる
。
【００４５】
　特に、図４および図５に示すように、底壁３６とその左右に立設された起立壁３７とを
有する断面コ字状のプレストレスコンクリート部材３８を設け、上記起立壁３７を相対向
させるように複数のプレストレスコンクリート部材３８を所定間隔おいて並列に設置する
とともに、両プレストレスコンクリート部材３８の間の底面部に、貯留槽の底壁部の一部
となるコンクリート材４１を打設することにより相隣接するプレストレスコンクリート部
材３８を互いに連結するように構成した場合には、上記起立壁３７によって内部が複数の
貯留室に区画されるとともに、この起立壁３７によって補強された非常用排水貯留槽８を
施工現場において容易に形成することができる。また、上記起立壁３７に形成された連通
孔４９を閉塞し、あるいは省略することにより、貯留槽の内部を上記起立壁３７によって
完全に区画することも可能である。
【００４６】
　なお、上記断面コ字状の部材からなるプレストレスコンクリート部材３８の個数は、二
個に限られず、三個以上であってもよい。また、非常時にトイレの排水を貯留する上記非
常用排水貯留槽８を、図３に示すように、複数枚のプレストレスコンクリート部材３３～
３５によって構成し、あるいは排水浄化槽６から導出された浄水を貯留する上記浄化水貯
留槽７を、図４および図５に示すように、断面コ字状のプレストレスコンクリート部材３
８等によって形成するようにしてもよい。さらに、上記排水浄化槽６を、複数枚のプレス
トレスコンクリート部材３３～３５または断面コ字状のプレストレスコンクリート部材３
８等によって形成するように構成してもよい。
【００４７】
　また、上記プレストレスコンクリート部材３３～３５，３８～４０を使用して上記浄化
水貯留槽７および非常用排水貯留槽８等を形成するように構成した上記実施形態に代え、
プレキャストコンクリート材、鋼板材またはプラスチック材等によって上記浄化水貯留槽
７および非常用排水貯留槽８等を形成するようにしてもよい。さらに、上記排水浄化槽６
、浄化水貯留槽７および非常用排水貯留槽８は、必ずしも地下に埋設する必要はなく、地
上に立設した構造としてもよい。
【００４８】
　上記非常用トイレ施設２は、地震または大火等の災害時に限られず、上記公園等を、音
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楽会または運動会等の各種イベント会場として使用し、通常時に比べ、極めて多くの者が
トイレを使用することがある非常時においても、適正に利用することができる。
【００４９】
　また、図７に示すように、燃料タンク５１に貯留された天然ガスまたはプロパンガス等
を燃料として駆動されるロータリエンジン５２と、このロータリエンジン５２によって駆
動される非常用発電機５３と、上記ロータリエンジン５２に冷却水を供給するラジエータ
５４とを備えた非常用発電施設５５を上記非常用トイレ施設２に設けた構造としてもよい
。
【００５０】
　上記構成によれば、地震および大火等の災害時または音楽会および運動会等の開催時等
に、上記ロータリエンジン５２により非常用発電機５３を駆動することによって得られた
電力を、上記トイレ施設２等に設けられた照明具、ポンプ、または制御部等からなる電気
機器５６に供給するとともに、上記ラジエータ５４によって回収された熱エネルギーを、
上記トイレ施設２に設けられた暖房機器５７等に供給することにより、ライフラインが復
旧するまでの間における緊急避難所における生活環境を維持することができるという利点
がある。
【００５１】
　特に、上記実施形態に示すように、非常用発電機５３の駆動源としてロータリエンジン
を使用した場合には、発電出力および排出熱エネルギーの回収率が高いとともに、小型化
が可能であるため、非常用発電施設の設置スペースを小さくできる等の利点がある。なお
、上記非常用発電機５３の駆動減としてロータリエンジン５２に代えて通常のレシプロエ
ンジンを使用することも可能である。また、上記ロータリエンジン５２等の排気ガスが有
する熱エネルギーをラジエータ５４において回収し、この熱エネルギーを緊急避難所等に
設けられた給湯設備５８または上記トイレ施設２の暖房機器５７等に供給するように構成
してもよい。
【００５２】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明は、水洗トイレからの排水を浄化する排水浄化槽と、非常
時に水洗トイレの排水を非常用排水貯留槽に導出する排水導出手段と、この排水導出手段
を介して導出された排水を貯留する非常用排水貯留槽と、この非常用排水貯留槽に貯留さ
れた排水を、上記排水浄化槽の処理能力に対応した流量で供給する排水供給手段とを備え
、

たた
め、水洗トイレからの排水を浄化する排水浄化槽と、非常時に水洗トイレの排水を非常用
排水貯留槽に導出する排水導出手段と、この排水導出手段を介して導出された排水を貯留
する非常用排水貯留槽と、この非常用排水貯留槽に貯留された排水を、上記排水浄化槽の
処理能力に対応した流量で供給する排水供給手段とを設けたため、地震または大火等が発
生した非常時に、多数の被災住民等が上記水洗トイレを使用して上記排水浄化槽の浄化処
理能力を超える多量の排水が排出された場合においても、この排水浄化槽がオーバフロー
するのを防止し、上記排水を排水浄化槽において適正に処理することができるという利点
がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るトイレ施設が設置される公園の具体例を示す斜視図である。
【図２】　本発明に係るトイレ施設の実施形態を示す説明図である。
【図３】　図１の III－ III線断面図である。
【図４】　図１の IV－ IV線断面図である。
【図５】　非常用排水貯留槽の具体的構成を示す分解斜視図である。
【図６】　非常用トイレの設置状態を示す断面図である。
【図７】　非常用発電施設の具体的構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
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上記非常用排水貯留槽の上壁部に、マンホールと非常用トイレの設置部とを設け、この
非常用トイレの排水を上記マンホールから非常用排水貯留槽に導入するように構成し



　５　水洗トイレ
　６　排水浄化槽
　７　浄化水貯留槽
　８　非常用排水貯留槽
　２０　排水供給手段
　３０　浄化水導出管（浄化水導出手段）
　３１　非常用水導出管（非常用水導出手段）
　３３～３５　プレストレスコンクリート部材
　３６　底壁
　３７　起立壁
　３８　断面コ字状のプレストレスコンクリート部材
　４１　コンクリート材
　４２　マンホール
　４７　非常用トイレの給水タンク（非常用給水手段）
　４８　非常用トイレ
　５２　ロータリエンジン
　５３　非常用発電機
　５４　ラジエータ
　５６　電気機器
　５７　暖房機器

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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